
平成27年 №10 

東京学芸大学附属学校運営規程の一部を改正する規程 

 

改正理由 

①統括副校長の設置及び運営会議に統括副校長を加えること並びに附属学校運営参

事の任期の変更により，附属学校運営部の円滑な運営を図るため，所要の改正を

行うものである。 

②学校評議員の委嘱等に関して，附属学校園の権限拡大及び事務手続き迅速化の観

点から，所要の改正を行うものである。 
 

承認経過 

  平成27年３月25日  教育研究評議会  審議・承認 

 

 



 東京学芸大学附属学校運営規程の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

  平成27年３月26日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

平成27年規程第10号 

   東京学芸大学附属学校運営規程の一部を改正する規程 

 

 

東京学芸大学附属学校運営規程（平成16年規程第24号）の一部について，別紙新旧対

照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京学芸大学附属学校運営規程の一部改正について 

 

改正理由： ①統括副校長の設置及び運営会議に統括副校長を加えること並びに附属学校運営参事の任期の変更により，附属学校運営部の円滑な運営を図るため，

所要の改正を行うものである。 

②学校評議員の委嘱等に関して，附属学校園の権限拡大及び事務手続き迅速化の観点から，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

〔省略〕 

 

  第４章 職員組織等 

   第１節 職員 

 

〔省略〕 

 

 （統括副校長） 

第１２条の５ 統括副校長（幼・小担当）及び統括副校長（中・高担当）を置き，副

校長が兼務する。 

２ 統括副校長は，附属学校運営会議の意見を聴き，附属学校を所掌する副学長が任

命し，学長に報告しなければならない。 

３ 統括副校長（幼・小担当）は，附属幼稚園及び附属小学校の校長及び副校長の職

務を助ける。 

４ 統括副校長（中・高担当）は，附属中学校，附属国際中等教育学校，附属高等学

校及び附属特別支援学校の校長及び副校長の職務を助ける。 

 

（主幹教諭） 

第１２条の６ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   第４節 学校評議員 

 

第２５条 〔省略〕 

 （委嘱） 

第２６条 学校評議員は，本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有す 

 る者のうちから，校長が委嘱する。 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

〔省略〕 

 

  第４章 職員組織等 

第１節 職員 

 

 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主幹教諭） 

第１２条の５ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

第４節 学校評議員 

 

第２５条 〔省略〕 

 （委嘱等） 

第２６条 学校評議員は，本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有す 

 る者のうちから，校長の推薦により，学長が委嘱する。 

２ 〔省略〕 

    

   〔省略〕 



 

 （委嘱の解除） 

第２８条 校長は，学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合におい

ては，学校評議員の委嘱を解くことができる。 

 (1)～(4)〔省略〕 

（委嘱等の報告） 

第２８条の２ 校長は，学校評議員の委嘱又は委嘱の解除を行った場合は，学長に報

告しなければならない。 

 

〔省略〕 

 

  第５章 附属学校運営部及び附属学校運営会議 

   第１節 附属学校運営部 

 

   〔省略〕 

 

 （附属学校運営参事） 

第３５条 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

３ 〔省略〕 

４ 運営参事の任期は２年以内とし,再任を妨げない。ただし,６５歳に達した日の属

する年度の末日を越えることはできない。 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第３８条 〔省略〕 

(1)～(3) 〔省略〕 

(4) 統括副校長 

(5) 事務局長 

 

〔省略〕 

 

（会議） 

第４１条 運営会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。ただし，第38条第１項第５号の委員については，当該委員が指名した代理者

の出席を可とする。 

 

 （委嘱の解除） 

第２８条 学長は，校長の申し出により，学校評議員が次の各号のいずれかに該当 

 すると認める場合においては，学校評議員の委嘱を解くことができる。 

 (1)～(4)〔省略〕 

  

 

 

 

〔省略〕 

 

  第５章 附属学校運営部及び附属学校運営会議 

第１節 附属学校運営部 

 

   〔省略〕 

 

 （附属学校運営参事） 

第３５条 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

３ 〔省略〕 

４ 運営参事の任期は２年以内とし,１回に限り再任されることができる。ただし, 

 ６５歳に達した日の属する年度の末日を越えることはできない。 

 

〔省略〕 

 

（組織） 

第３８条 〔省略〕 

(1)～(3) 〔省略〕 

 

(4) 事務局長 

 

〔省略〕 

 

（会議） 

第４１条 運営会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。ただし，第38条第１項第４号の委員については，当該委員が指名した代理者

の出席を可とする。 



 

〔省略〕 

 

   附 則 

 この規程は，平成27年４月１日から施行する。 

 

〔省略〕 

 

 

 


